
議案第２１４号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。

  令和２年１１月２５日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

路 線 名 延 長

ｍ

幅 員

ｍ
起   点 終   点 重要な経過地

Ａ第８３８号線 63 01 4 50 

さいたま市桜区大字

神田字作田１１９番

５地先 

さいたま市桜区大字

神田字作田１２３番

２地先 

Ｃ第３０８号線 114 23 4 00 

さいたま市桜区山久

保二丁目７３番７地

先

さいたま市桜区山久

保二丁目７３番１７

地先

Ｃ第３０９号線 99 55 4 00 

さいたま市桜区西堀

三丁目８０７番１３

地先

さいたま市桜区西堀

三丁目８０７番４地

先

Ｄ第６９０号線 68 57 4 00 

さいたま市南区内谷

五丁目７番２４地先 

さいたま市南区内谷

五丁目７番１９地先 

Ｇ第５７３号線 59 77 4 00 

さいたま市浦和区木

崎二丁目３７番８地

先

さいたま市浦和区木

崎二丁目３７番１地

先

Ｈ第２０５号線 115 42 4 00 

さいたま市浦和区駒

場一丁目１５３４番

１８地先

さいたま市浦和区駒

場一丁目１５３５番

６地先

Ｌ第１３５８号線 65 41 

4 

～ 

4 

00 

30 

さいたま市緑区大字

三室字西宿１４７２

番３地先

さいたま市緑区大字

三室字西宿１４７３

番３地先

Ｌ第１３５９号線 64 37 4 00 

さいたま市緑区大字

三室字原前１１２０

番７地先

さいたま市緑区大字

三室字原前１１２０

番２３地先

２２５９６号線 45 93 4 00 

さいたま市見沼区大

字南中野字西浦２６

５番９地先

さいたま市見沼区大

字南中野字西浦２６

５番１地先

２２５９７号線 65 09 4 50 

さいたま市見沼区大

字東新井字原５２２

番１２地先

さいたま市見沼区大

字東新井字原５２２

番１６地先

３２９５１号線 22 28 4 00 

さいたま市北区奈良

町１２５番５６地先

さいたま市北区奈良

町１２５番５６地先


